
政
令
第

号

建
設
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
十
四
条
の
八
第
一
項
、
第
二
十
六
条

第
三
項
、
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
四
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の

政
令
を
制
定
す
る
。

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
四
千
万
円
」
を
「
四
千
五
百
万
円
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
六
千
万
円
」
を
「
七
千
万
円
」
に
改
め

る
。第

七
条
の
四
中
「
四
千
万
円
」
を
「
四
千
五
百
万
円
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
六
千
万
円
」
を
「
七
千
万
円
」
に
改

め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
三
千
五
百
万
円
」
を
「
四
千
万
円
」
に
、
「
七
千
万
円
」
を
「
八
千
万
円
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
二
項
中
「
三
千
五
百
万
円
」
を
「
四
千
万
円
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
技
術
検
定
の
検
定
種
目
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
技
術
検
定
」
の
下
に
「
（
以
下



「
技
術
検
定
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
に
つ
い
て
、
」
を
「
（
以
下
「
検
定
種
目
」
と
い
う
。
）
に
区
分
し
、
当
該
検
定

種
目
ご
と
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
技
術
検
定
は
」
の
下
に
「
、
検
定
種
目
ご
と
に
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
建

設
機
械
施
工
管
理
」
を
「
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
建
設
機
械
施
工
管
理
」
に
、
「
当
該
種
目
を
国
土
交
通
大
臣
が
」

を
「
当
該
検
定
種
目
を
国
土
交
通
省
令
で
」
に
、
「
に
細
分
し
て
」
を
「
（
以
下
「
検
定
種
別
」
と
い
う
。
）
に
区
分
し
、
当

該
検
定
種
別
ご
と
に
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

一
級
の
技
術
検
定
は
、
検
定
種
目
ご
と
に
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
監
理
技
術
者
と
し
て
必
要
な
知
識

及
び
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
に
行
う
。

４

二
級
の
技
術
検
定
は
、
検
定
種
目
ご
と
に
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
主
任
技
術
者
と
し
て
必
要
な
知
識

及
び
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
に
行
う
。

第
三
十
五
条
の
見
出
し
中
「
基
準
」
の
下
に
「
並
び
に
受
検
資
格
」
を
加
え
、
同
条
中
「
基
準
は
」
を
「
基
準
並
び
に
受
検

資
格
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
検
定
の
区
分
に
応
じ
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
を
削
る
。

第
三
十
九
条
の
表
一
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
者
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
一
次
検
定
の
一
部
で
一
級
及
び
二
級
の
区
分
並
び
に
検
定
種
目
及
び
検
定
種

第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
、
高
等

別
の
区
分
に
応
じ
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の

専
門
学
校
、
高
等
学
校
若
し
く
は
中

等
教
育
学
校
に
お
い
て
施
工
技
術
の

基
礎
と
な
る
工
学
に
関
す
る
知
識
を

修
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
学
科
を

修
め
て
卒
業
し
た
者
又
は
国
土
交
通

大
臣
が
こ
れ
ら
の
者
と
同
等
以
上
の

知
識
を
有
す
る
も
の
と
認
定
し
た
者

第
三
十
九
条
の
表
二
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
者
の
項
中
「
種
目
」
を
「
検
定
種
目
」
に
改
め
、
「
一
部
で
」
の
下
に

「
検
定
種
目
の
区
分
に
応
じ
」
を
加
え
、
同
表
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
免
許
で
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
受
け
た
者

又
は
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
検
定
若
し
く
は
試
験
に
合
格
し
た
者
の
項
中
「
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
第
一
次
検
定
」
を



「
第
一
次
検
定
」
に
、
「
一
部
」
を
「
一
部
で
一
級
及
び
二
級
の
区
分
並
び
に
検
定
種
目
及
び
検
定
種
別
の
区
分
に
応
じ
国
土

交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
六
条
と
す
る
。

第
四
十
条
中
「
種
目
」
を
「
検
定
種
目
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
二
級
の
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
前

項
に
規
定
す
る
称
号
に
そ
の
合
格
し
た
技
術
検
定
に
係
る
検
定
種
別
の
名
称
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
条
を
第
三
十
七
条
と
し
、
第
四
十
一
条
を
第
三
十
八
条
と
す
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
三
十
九
条
」
を
「
第
三
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
九
条
と
し
、
第
四
十
三

条
を
第
四
十
条
と
し
、
第
四
十
四
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
を
三
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
、
第
七
条
の
四
の
改
正
規
定
、
第

二
十
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
第
三
十
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。



（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


